
第１回 東京都北区住宅宿泊事業協議会 

 

令和７年１月１４日（火）１３時～ 

於：北とぴあ １６０１会議室 

 

 

１．北区あいさつ 

 

２．委員の委嘱及び紹介 

 

３．委員長の選出 

 

４．副委員長の指名 

 

５．北区住宅宿泊事業協議会の運営について 

 

６．報告 

（１）住宅宿泊事業の概要 

（２）住宅宿泊事業法に関わる区の現状 

（３）住宅宿泊事業法に係る検討課題 

 

７．議事 

（１）住宅宿泊事業の適正な運営のルールづくりに向けて 

（２）住宅宿泊事業における課題の共有と方針 

 

８．その他 
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資料２ 北区住宅宿泊事業協議会設置要綱（令和６年１２月６日区長決裁） 

資料３ 北区住宅宿泊事業協議会委員名簿 

資料４ 東京都北区住宅宿泊事業協議会の運営について（案） 

資料５ 住宅宿泊事業の概要（観光庁ホームページより） 

資料６ 住宅宿泊事業法に係る状況 

別紙６－１ 特別区における暦年の住宅宿泊事業届出住宅数 

別紙６－２ 北区における住宅宿泊事業の状況分析 

資料７ 住宅宿泊事業法に係る検討課題 

    別紙７－１ 特別区における住宅宿泊事業法第１８条の期間制限 

資料８ 東京都北区住宅宿泊事業法事務取扱及び実施運営要領（北区ガイドライン）（令和 

４年２月７日最終改訂） 

資料９ 住宅宿泊事業の適正な運営のルールづくりに向けて 

  別紙９－１ 東京都北区住宅宿泊事業の実施に関する条例（素案） 

 

参考１ 住宅宿泊事業法（平成２９年６月１６日号外法律第６５号） 

参考２ 住宅宿泊事業法施行令（平成２９年１０月２７日政令第２７３号） 

参考３ 住宅宿泊事業法施行規則（平成２９年１０月２７日号外厚生労働省、国土交通省

令第２号） 

参考４ 厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則（平成２９年１０月２７日号外厚生労働

省令第１１７号） 

参考５ 非常用照明器具の設置方法及び火災その他の災害が発生した場合における宿泊者

の安全の確保を図るために必要な措置を定める件（令和６年４月１日施行） 

参考６ （告示の解説）民泊の安全措置の手引き（令和６年４月１日最終改訂） 

参考７ 住宅宿泊事業法施行要領（ガイドライン）（令和５年７月 19 日最終改正） 
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東京都北区住宅宿泊事業協議会設置要綱 
６ 北 健 生 第 ３ ７ １ ２ 号 
令和６年１２月６日区長決裁 

 
（目的） 

第１条 北区内における住宅宿泊事業の適正な実施を図るため、東京都北区住宅宿泊事業
協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 
（定義） 

第２条 この要綱において住宅宿泊事業とは、住宅宿泊事業法（平成 29 年法律第 65 号）
第２条第３項に規定するものをいう。 

 
（所掌事項） 

第３条 協議会は、第１条に規定する目的を達成するために、次に掲げる事項を所掌する。 
（１）住宅宿泊事業の課題を抽出し、その解決に向けたルールを検討すること。 
（２）住宅宿泊事業の実施制限及び活用方法に関する助言及び提案を行うこと。 
（３）その他協議会が必要と認める事項 
 
（構成） 

第４条 協議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員により構成する。 
 （１）学識経験を有する者 
 （２）町会・自治会及び商店街の関係者 
 （３）旅館業界、観光業界、その他宿泊事業の関係者 
 （４）警察行政機関の職員 
 （５）消防行政機関の職員 
 （６）区職員 
 

（委員の任期） 
第 5 条 委員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合におけ

る補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 

（委員長及び副委員長） 
第６条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により、副委員長は委員

長の指名によりこれを定める。 
２ 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、そ
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の職務を代理する。 
 

（協議会の招集） 
第７条 協議会は、委員長が招集する。 
２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 
３ 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。 
 

（委員以外の者の出席） 
第８条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若し

くは説明を聴き、又はその者から必要な資料の提出を求めることができる。 
 

（部会） 
第９条 委員長は、必要に応じて部会を置くことができる。 
２ 部会の構成及び運営については、委員長が別に定める。 
 

（事務局） 
第 10 条 協議会及び部会の事務局は、健康部生活衛生課において処理する。 
 

（委任） 
第 11 条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に

定める。 
 

付 則 
この要綱は、令和６年１２月６日から施行する。 
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資料３ 

東京都北区住宅宿泊事業協議会委員名簿 

 
 氏名 所属団体 役職名 
学識経験者 2 名 
 北村 喜宣 上智大学 法学部 教授 
 浅見 泰司 東京大学 大学院 

工学系研究科都市工学専攻 
副学長・教授 

町会自治会・商店街 関係者 ２名 
 下山 豊 北区町会自治会連合会 会長 
 佐藤 蘇岩 北区商店街連合会 王子銀座商店街振興組合 
旅館業界・観光業界 関係者 ２名 
 松村 譲裕 北区ホテル・旅館組合 組合長 
 杉山 徳卓 東京北区観光協会 事務局長 
警察行政機関 職員 ３名 
 佐藤 修 警視庁赤羽警察署 生活安全課長 
 伊藤 栄 警視庁王子警察署 生活安全課長 
 大橋 崇統 警視庁滝野川警察署 生活安全課長 
消防行政機関 職員 ３名 
 大森 正基 東京消防庁赤羽消防署 予防課長 
 池田 達也 東京消防庁王子消防署 予防課長 
 村山 隆之 東京消防庁滝野川消防署 予防課長 
北区 職員 ６名 
 藤野 浩史 政策経営部 部長 
 松田 秀行 危機管理室 室長 
 雲出 直子 地域振興部 部長 
 銭場 多喜夫 生活環境部 部長 
 寺田 雅夫 まちづくり部 部長 
 尾本 光祥 健康部 部長 
 

 



資料４ 

 

東京都北区住宅宿泊事業協議会の運営について（案） 

 

１ 会議及び会議録の取扱い 

協議会の会議、会議録及び会議に係る資料は原則として公開する。ただし、委員長、

副委員長又は委員の発議により出席委員の過半数により議決したときは、会議又は会議

録等を公開しないことができる。この場合において、議決数が可否同数であったときは、

委員長が公開の可否を決定するものとする。 

２ 会議録の取扱い 

会議録は、発言者名を記載した全文記録を事務局が調製し、委員全員の確認を経た後

に公開する。ただし、個人情報など非公開情報については公表しない。 

３ 公開の方法 

会議資料及び議事録はホームページ及び区政情報コーナーで公開する。 

４ 撮影及び録音の制限 

写真及び動画撮影（報道や関係団体以外）、録音（不特定多数への公開が目的）は禁

止とする。ただし、録音（個人の記録用のみ）は可とする。 
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資料６ 

 

住宅宿泊事業法に係る状況 

 
１ 概 要 

 平成 30 年 6 月に住宅宿泊事業法が施行され、北区内では現在 363 件（令和 6 年 10
月末時点）の届出住宅が存在する。特に、令和 5 年度以降は円安の影響や訪日観光客

の回復により宿泊ニーズが増加し、宿泊業に関する相談件数や旅館業を含む宿泊施設

数が急増している。それに伴い、近隣住民や地域から民泊に関する問い合わせや意見

も少なからず生じているのが現状である。 
 区では法施行時に条例制定はせず、運用しながら状況を鑑み、条例化の検討を進め

ることしてきた。これまでは、ガイドラインにより区民生活の安全・安心確保の観点

から、住宅宿泊事業者に対する監督・指導等を行う体制を整備し、必要に応じてガイ

ドラインを改定しながら、住宅宿泊事業の適正な実施運営を確保してきた。 
 法施行から 6 年が経過し、相談数や施設数が増加するなど、法施行時と状況が変化

しているため、現状を確認するとともに、条例を制定する場合の規制内容について検

討する必要がある。 
 
２ 他区等の状況（令和 6年 10 月 31 日現在）：別紙 6-1 

  東京都 条例なし、ガイドライン制定 
  特別区 条例あり 19 区（第 18 条に基づく地域制限、期間制限など※） 

  条例なし  4 区（墨田区、葛飾区、江戸川区、北区） 
※豊島区は条例を制定しているが、制限はなし 

  特別区内における届出住宅数は、新宿区、墨田区、豊島区、渋谷区、台東区、

港区、世田谷区に次いで、北区 363 件（前年 5 月 15 日時点から 1.7 倍）とな

っている。 
  北区に接する自治体の施設数は、豊島区 1217 件（3 位）、文京区 216 件（14

位）、足立区 132 件（16 位）荒川区 27 件（22 位）であり、川口市 9 件、埼玉

県 338 件となっている。 
  北区は、施行当初 14 位であり、しばらく 10 位で推移していたが、令和 4 年度

末に 9 位、昨年度末は 8 位と順位を上げている。 
 
３ 区の状況：別紙 6-2 

  令和 6 年 10 月末までの全届出施設は 522 件で、159 件（30.5％）が廃止済み。

届出施設の 80％が不在型である。 1, 2-(1)  
  令和 5 年度から届出住宅数が増加。旅館業の簡易宿所も同様の傾向を示してい

る。 1  
  全届出施設の用途地域別では、近隣商業地域が全体の３分の１近く（30.2％）

と最も多く、次いで住居専用地域（25.6％）、第一種住居地域（19.5％）である。 
2-(2)  

  住居専用地域では不在型が約４分の３（75.3％）を占めており、次いで、近隣
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居住（不在型）、同居型の順である。 2-(3)  
  建物の構造別では、共同住宅が約３分の２（66.2%）を占め、一戸建てが 3 割

弱（28.0％）である。 2-(4)  
  苦情について、法施行直後は年間 40 件前後で無届疑いや禁止場所での営業が

多かった。令和 2 年度から 4 年度は苦情そのものが少なかった。令和 5 年度は

22 件で、騒音やゴミ問題が多いことに加え、事前周知や民泊そのものに対する

不安の声が増えている。令和 6 年度は 10 月末で既に 31 件となっている。 3  
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別紙6-1 特別区における暦年の住宅宿泊事業届出住宅数

令和6年度 R6.9.13 令和5年度 R6.5.15 令和4年度 R5.5.15 令和3年度 R4.5.12 令和２年度 R3.4.12 令和元年度 R2.4.10 平成30年度 H31.4.15 施行時 H30.6.15
区名 届出住宅数 順位 届出住宅数 順位 届出住宅数 順位 届出住宅数 順位 届出住宅数 順位 届出住宅数 順位 届出住宅数 順位 届出住宅数 順位

特別区 1 千代田区 27 22 25 21 23 22 19 23 18 23 20 22 17 23 2 22
2 中央区 93 18 86 18 78 17 74 16 76 16 49 20 22 21 0 23
3 港区 596 6 526 6 399 6 318 6 355 6 397 6 264 6 38 9
4 新宿区 2571 1 2307 1 1461 1 1294 1 1512 1 1541 1 1025 1 54 3
5 文京区 216 14 173 15 115 14 83 15 105 15 125 15 76 15 17 13
6 台東区 756 5 657 5 452 5 450 5 542 4 695 5 537 4 45 8
7 墨田区 1255 2 1084 2 658 3 513 4 530 5 702 4 403 5 52 6
8 江東区 37 20 27 20 24 21 21 21 23 22 31 21 27 20 3 21
9 品川区 121 17 104 17 87 15 86 14 137 14 138 14 84 14 33 11

10 目黒区 29 21 25 22 22 23 21 22 26 21 19 23 19 22 9 18
11 大田区 204 15 183 14 86 16 70 17 67 17 81 16 57 16 10 16
12 世田谷区 355 7 324 7 222 7 204 7 212 7 228 7 188 7 57 2
13 渋谷区 910 4 827 4 611 4 553 3 731 3 904 3 598 3 113 1
14 中野区 220 13 186 13 124 12 136 12 152 12 191 13 126 11 49 7
15 杉並区 292 9 266 9 197 8 182 8 189 9 217 9 169 8 54 4
16 豊島区 1217 3 1041 3 723 2 711 2 814 2 976 2 662 2 52 5
17 北区 331 8 281 8 191 9 160 10 168 10 215 10 115 12 16 14
18 荒川区 27 22 25 23 35 20 42 20 51 20 64 18 54 18 6 20
19 板橋区 272 10 250 10 187 10 175 9 195 8 225 8 166 9 35 10
20 練馬区 78 19 71 19 69 18 66 18 58 19 61 19 29 19 10 17
21 足立区 132 16 111 16 61 19 58 19 67 18 74 17 55 17 8 19
22 葛飾区 246 11 200 11 121 13 125 13 147 13 206 12 137 10 14 15
23 江戸川区 224 12 195 12 152 11 148 11 160 11 208 11 111 13 17 12

（参考）
保健所設置市 14 川口市 9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 0 - 0 -

都道府県 11 埼玉県 338 - 307 - 252 - 236 - 123 - 221 - 145 - 37 -
13 東京都 364 - 343 - 258 - 244 - 242 - 216 - 160 - 48 -

※日付は観光庁における集計時点のものであり、およそ年度末ごとの数値となる
※民泊制度ポータルサイト「住宅宿泊事業法の施行状況」参照 https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/construction_situation.html
※区名の色別については、別紙2-1参照（後述）。
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１．年度ごとの推移 
施行当初は不在型が６割を占めていたが、翌年度以降は不在型が８割を超えている。新型

コロナウイルス感染症が５類移行後、住宅宿泊事業の届出件数が増えている。令和６年度は
10 月 31 日時点で令和 5 年度の届出件数を超えている。 

  
令和４年度頃までは旅館業の制限がある地域での届出は半数未満であったが、令和５年

度と令和６年度では半数を超えている。特に、規模に関わらず、旅館業ができない住居専用
地域では、全体の２割半ばを占めている。 

 
参考）簡易宿所営業※の増減数 
増減の傾向は住宅宿泊事業に近いため 
宿泊事業全体の需要自体が増えていると 
考えられる 
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住居専用（第一種中高層）
第一種住居
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商業
準工業
準工業（特工）
工業

別紙６−２ 北区における住宅宿泊事業の状況分析 
（令和 6 年 10 月 31 日現在） 

（令和 6 年度は 10 月 31 日時点） 

（令和 6 年度は 10 月 31 日時点） 

※現在は「いわゆる民泊」と呼ばれる不在型が主要 
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２．届出施設 
（１）現在施設数 

令和６年１０月３１日現在の届出施設数は 363 件である。そのうち８割近くが家主不在
型であるため、何かあった際は事業者に連絡しなければいけない施設がほとんどである。 

 
 
（２）用途地域ごとの累計件数（廃止済含む） 
 類似の営業形態である旅館業で制限のある住居専用地域での届出は、全体の２割を超え
ており、規模による制限のある第一種住居地域でも２割程度を占めている。 
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同居 近隣居住 不在

134

102

1

158

67

58

1 1 住居専用（第一種中高層）

第一種住居

第二種住居

近隣商業

商業

準工業

準工業（特工）

工業
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（３）住居専用地域の種別 
特別区内で実施制限が多い不在型（資料 2-1 参照）が 70％を占める。 

 
 
（４）住宅の構造 
 届出住宅の 65％が共同住宅である。 

 
 
 
 
 
 
 
 

13

20

101

同居 近隣居住 不在

146

21
347

8

一戸建ての住宅 長屋 共同住宅 寄宿舎
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３．苦情について 
（１）件数推移 

増減は届出件数と同様の傾向を示しており、令和 5 年度から再び増加傾向が見られる。
現在までで累計 157 件となった。令和 6 年度は 10 月 31 日までで、既に 31 件となってい
る。年度末まで同様のペースだと、50 件程度まで上がると考えられる。 

 
（２）苦情内容（同一の件で複数の内容を含む場合あり） 

制度開始当初、件数の多かった「管理規約等で宿泊事業が禁止されている場所で営業」、
「無届疑い」が減っている。一方で、事業開始前の「周辺住民への周知」、事業開始前後に
関わらない「宿泊客が近隣に来ることの不安」、事業開始後に事業者に連絡した際につなが
らないといった「連絡体制の不備」、宿泊者による「騒音・ゴミ問題」が増えてきている。

 
 

0
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平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
令和４年度 令和５年度 令和６年度
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（３）現在までの累計苦情内訳 
事業開始後に周辺の住民から相談のある「連絡体制」、「ゴミ」、「騒音」で全体の半数を超

えている。 

 
 

10(5%)

15(8%)

29(16%)

21(12%)

24(13%)

52(28%)

32(18%)

使用禁止 無届疑い 事前周知 不安 連絡体制 ゴミ 騒音
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資料７ 

住宅宿泊事業法に係る検討課題 

 
１ 条例制定について：別紙 7-1 

・ 法律では、合理的に必要と認められる限度において、条例にて実施制限ができ

る。 

・ 特別区において、制限を設けていないのは 5 区のみ（墨田、葛飾、江戸川、豊

島、北）である。 

 

 

２ 寄せられている声 

事 業 者   北区は条例がないので、届出しやすいから北区を選択した。 
  規制がないから、届出さえすればいい。 

区  民   条例がないため、不安である。 
  条例がないので、事業者のやりたい放題である。 

 
  

住宅宿泊事業法（平成 29 年 6 月 16 日法律第 65 号） 
 （条例による住宅宿泊事業の実施の制限） 

第 18 条 都道府県（第 68 条第 1 項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政
事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等）は、住宅宿泊事業
に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるとき
は、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところ
により、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる。 

住宅宿泊事業法施行令（平成 29 年 10 月 27 日政令第 273 号） 
（住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準） 
第 1 条 住宅宿泊事業法（以下「法」という。）第 18 条の政令で定める基準は、次のとお

りとする。 
一 法第 18 条の規定による制限は、区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間
を指定して行うこと。 
二 住宅宿泊事業を実施する期間を制限する区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を
勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止す
ることが特に必要である地域内の区域について行うこと。 
三 住宅宿泊事業を実施してはならない期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事
情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防
止することが特に必要である期間内において行うこと。 
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資料７ 

 
３ 生活環境の悪化につながる苦情の発生地域（法施行後 R6.10.31 までの累計） 

 用途地域状況 騒音（29※1,3） ゴミ（50※3） 合計 
第二種低層住居専用地域 1.2％    
第一種中高層住居専用地域 27.4％ 7 7 14 
第二種中高層住居専用地域 0.1％    
第一種住居地域 23.5％ 13 20 33 
第二種住居地域 2.2％    
近隣商業地域 13.3％ 6 14 20 
商業地域 9.3％ 2 4 6 
準工業地域※2 17.6％ 1 4 5 
工業地域 5.5％  1 1 

※1 用途地域不明 1 件除く ※2 特別工業地区を含む ※3 重複あり 

 

４ 寄せられている苦情や意見の具体例 

［騒音］ 
  近所の民泊から深夜に騒音がして困っている。2 週間程前には深夜 1 時ごろ

に自宅のチャイムを鳴らされた。直近だと 1 週間前に大声がした。他の住民

も眠れなくて困っているようである。知らない人が出入りしていてとても怖

い。 
  高齢の両親が、この近くに住んでおり、騒音で困惑している。昨日は深夜 2

時まで騒いでいた。酷いときは朝 5 時、6 時まで奇声が聞こえる。21 時以降

は静かにしてほしい。窓を開けていることも考えられる。 
［ゴミ］ 
  外国人宿泊者がごみ収集日に関係なくごみを出している。自販機横のペット

ボトル等を捨てるごみ箱にも、種類関係なくごみを捨てている。その様子を

見かけたら正しいごみ捨て場に案内したり、自分で処理したりしている。建

物に書いてある電話番号にも連絡したが、対応してもらえない。外国人に英

語で話しかけて状況を聞いてみると、ごみをどこに捨てるのか分かっていな

かったり、事業者側から説明されていなかったりすることが大半である。 
  外国人旅行客が出入りしていて、自宅の前に生ごみを捨てられたり、タバコ

のポイ捨てをされたりしている。 
［不安］ 
  木造密集地域で、火災発生が心配である。 
  隣の家が民泊の届出をしており、自宅との境界に壁など隔てるものはなく、

通路として宿泊客が利用する構造となっている。宿泊者が屋外で喫煙をして

おり、灰皿代わりにしたプラカップが置きっぱなしになっている。タバコの

火が火事につながったら大変だ。 
  目の前の建物から「民泊の事前周知のお知らせ」が届いた。事業自体を止め

させたい。不特定多数の外国人が来ることになり、「大声を出す」、「犯罪が増
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資料７ 

える」、「通学路なので教育環境に影響が出る」、以上のことが考えられる。管

理者がいないため、こういった状況に対応はできないと思われる。 
  宿泊客と思われる者が付近を徘徊し、関係のない宅地内への侵入や、玄関扉

を開けようとする行為などが日常化しており、生活が脅かされている。 
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別紙7-1：特別区における住宅宿泊事業法第18条の期間制限

区 業態＼制限区域 家主居住
家主不在
（管理者
常駐）

家主不在
（管理者

駆け付け）

家主不在
（管理者制限

無し）
備考

文教地区等 日～金 日～金 全日 全日

学校周辺等 日～金 日～金 全日 全日
人口密集区域 なし なし 日～金 全日

その他 なし なし なし 全日

港区
住居専用地域・

文教地区
なし

春夏冬休み以
外

春夏冬休み以
外

春夏冬休み以
外

〇港区の制限期間は1月11日～3
月20日、4月11日～7月10日、9月

1日～12月20日

台東区 全域 なし なし
月～土（祝

日・年末年始
除く）

月～土（祝
日・年末年始

除く）

杉並区 住居専用地域 なし
月～金（祝日

は除く）
月～金（祝日

は除く）
月～金（祝日

は除く）

板橋区 住居専用地域 なし なし※
日～金（祝日

は除く）
日～金（祝日

は除く）

※苦情対応に即応にできる場合
（同一建物、敷地内または隣接
地に管理者がいる場合)

世田谷区
住居専用地域

（区長が認める
場合※を除く）

月～土（祝日
は除く）※

月～土（祝日
は除く）※

月～土（祝日
は除く）※

月～土（祝日
は除く）※

※申出書により平日解除。

渋谷区

住居専用地域・
文教地区

（苦情対応が迅
速に出来る場合

※を除く）

春夏秋冬休み
以外

※特例届出に
より適用外

春夏秋冬休み
以外

※特例届出に
より適用外

春夏秋冬休み
以外

※特例届出に
より適用外

春夏秋冬休み
以外

※①対面による事前周知②半径
100m以内に常駐③10分以内駆け
付け④町会に加入と活動参加

〇渋谷区の制限期間は4月5日～7
月20日、8月29日～10月第2月曜
の前の週の水曜、
　10月第2月曜の前の週の土曜～
12月25日、1月7日～3月25日

中野区

住居専用地域
（家主同居型は
区長の許可があ

れば除く）

月～金（祝日
は除く）※

月～金（祝日
は除く）

月～金（祝日
は除く）

月～金（祝日
は除く）

※①３年以上居住（住民票）②
日本語で意思疎通③法令上の義
務履行（誓約書）④周辺住民の
理解

中央区 全域 月～土 月～土 月～土 月～土

江東区 全域
月～土（祝日

は除く）
月～土（祝日

は除く）
月～土（祝日

は除く）
月～土（祝日

は除く）

目黒区 全域 日～金 日～金 日～金 日～金

荒川区 全域
月～土（祝日

は除く）
月～土（祝日

は除く）
月～土（祝日

は除く）
月～土（祝日

は除く）

文京区

住居専用地域・
住居地域・準工
業地域・文教地

区

日～金 日～金 日～金 日～金

新宿区 住居専用地域 月～金 月～金 月～金 月～金

品川区
近隣商業・商業
地域（文教地区
を除く）以外

月～土 月～土 月～土 月～土

練馬区 住居専用地域
月～金（祝日

は除く）
月～金（祝日

は除く）
月～金（祝日

は除く）
月～金（祝日

は除く）

足立区 住居専用地域
月～金（祝日

は除く）
月～金（祝日

は除く）
月～金（祝日

は除く）
月～金（祝日

は除く）

旅館業が実施で
きない区域

なし 全日 全日 全日

実施可能地域の
うちで学校周辺

区域
なし 月～金 月～金 月～金

墨田区 なし なし なし なし なし
豊島区 なし なし なし なし なし
北区 なし なし なし なし なし

葛飾区 なし なし なし なし なし

江戸川区 なし なし なし なし なし
※制限期間について、例えば「日～金」は日曜正午から金曜正午までの宿泊制限のため、金曜・土曜の２泊が可能となる。

制限無し
（無制限

型）

大田区

一部区域
制限型

全域制限
型

千代田区

区域・業
態混合型

例外型
（備考は
例外の適
用要件）
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資料９ 

住宅宿泊事業の適正な運営のルールづくりに向けて 
 

１. 条例制定において検討が必要な事項 

① 制限区域及び期間 

② 条例規定事項 

③ 遡及適用の有無 

④ スケジュール 

 

２. 被規制区域別の件数及び割合（令和６年１２月６日時点） 

 被規制区域 地域割合 件数 届出数に占める割合 
A 全域 100％ 378 100％ 
B 旅館業と同一※1（住居専用、工業） 34.2％ 107 28.3％ 
C 住居専用地域 28.7％ 107 28.3％ 
D 住居専用及び住居地域 54.4％ 185 48.9％ 
※1：都市計画法第８条第１項第１号に基づく用途地域のみ 

 
３. 近隣区市（22 区＋近隣 7自治体※2）条例の規定内容との比較 

 内容 自治体の数 
(条例規定区のみ) 

区ガイドライン
等による規定の
有無 

１ 目的や趣旨、定義 22/23 〇 第１、第２ 
２ 住宅宿泊事業の実施制限 20/23 × - 
３ 近隣住民への周知、説明 14/23 〇 第３-２ 
４ 廃棄物の適正処理 11/23 〇 第５-12 
５ 届出住宅等の公表 17/23 〇 様式９ 
６ 責務（区長、区民、宿泊者、住宅宿泊管

理業者、建物又は土地の提供者等） 
16/23 〇 第３-５ 

第 5-14 
７ 苦情および問合せへの対応の記録、報告 12/23 〇 第５-６ 
８ 標識の交付及び掲示 6/23 〇 第５-９ 
９ 宿泊者に対する重要事項の掲示 4/23 〇 第５-５ 
10 その他 

・指導及び勧告、違反者の公表など 
・管理者の常駐 
・地域活動への参加 
・食事提供時の措置 

- 〇 第６ 
第７ 

※2：近隣７自治体は、東京都、八王子市、町田市、埼玉県、川口市、神奈川県、横浜市。ただし、
下線の 3 自治体及び墨田区、葛飾区、江戸川区は住宅宿泊事業に係る条例制定なし。 
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資料９ 

４. 条例構成の一例 

別紙９－１ 参考 

 
５. 今後のスケジュール 

令和７年４月 第２回協議会（予定） 
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資料 9-1 

○東京都北区住宅宿泊事業の実施に関する条例（素案） 

令和７年  月  日条例第  号 

（目的） 

第１条 この条例は、住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号。以下「法」という。）第１８

条の規定に基づく住宅宿泊事業の実施の制限その他住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必

要な事項を定めることにより、区民の生活環境の悪化を防止することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 

（区の責務） 

第３条 北区（以下「区」という。）は第１条の目的を達成するため、住宅宿泊事業の適正な運

営の確保に関する施策を策定し、実施するものとする。 

２ 区は、前項の実施に当たっては、警察、消防その他の関係機関と連携をとるものとする。 

３ 区は、住宅宿泊事業者（管理を委託している場合は、住宅宿泊管理業者）に対し、次の各号

に掲げる対応を要請するものとする。 

（１） 苦情が発生した際の誠実な対応 

（２） 区が行う衛生面の指導に対する誠実な対応 

（３） 区からの問い合わせに対する誠実な対応 

（事業者の責務） 

第４条 住宅宿泊事業者（管理を委託している場合は、住宅宿泊管理業者）は、住宅宿泊事業が

周辺地域の区民の生活環境に影響を及ぼすことを深く自覚し、法及びこれに基づく命令並びに

この条例に基づき、住宅宿泊管理業務を適正に行わなければならない。 

２ 住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺住民、宿泊者等からの苦情が発生している場合におい

て、現場において対応する必要がある場合は、速やかに現場に急行し、必要な対策を講じなけ

ればならない。 

３ 住宅宿泊事業者は、区、警察、消防等の関係行政機関からの問い合わせ及び行政指導に対

し、誠実に対応するよう努めなければならない。 

（住宅宿泊事業の実施の制限） 

第５条 法第１８条の規定により住宅宿泊事業を実施する期間を制限する区域（以下「制限区

域」という。）は、北区（以下「区」という。）の全域とする。 

２ 制限区域において住宅宿泊事業を実施してはならない期間は、月曜日の正午から土曜日の正

午まで（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日の正午から翌

日の正午までを除く。）とする。 

（近隣住民への周知） 

第６条 住宅宿泊事業を営もうとする者は、北区規則（以下「規則」という。）で定めるところ

により、住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、法第３条第１項の届出をする日の７日前ま

でに、当該住宅の近隣住民に対し、書面及び看板により周知しなければならない。 
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２ 住宅宿泊事業を営もうとする者は、前項の規定による周知をしたときは、法第３条第１項の

届出の際、その旨及び内容を規則で定めるところにより区長に報告しなければならない。 

（公表） 

第７条 区長は、届出住宅に関する規則で定める事項を公表しなければならない。 

（廃棄物の適正処理） 

第８条 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施に伴い発生した廃棄物を自らの責任において適

正に処理しなければならない。 

（苦情への対応の記録） 

第９条 住宅宿泊事業者は、苦情に対応した場合は、当該対応について記録を作成し、３年間保

存しなければならない。 

（委任） 

第 10 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年  月  日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第５条及び第６条の規定の適用については、この条例の施行の日以後に受理した届出から適

用し、同日前に受理した届出については、なお従前の例による。 
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